
◎給水装置工事申請手続きについて◎

○給水装置工事申請書

○平面図・配管展開図　　公道部（平面図・展開図）

○設計・精算書、承諾書

○給水装置工事竣工検査書

※Ａ３両面印刷される場合は、Ａ４折となります

ので、ﾎｯﾁｷｽ止は不要です。

※Ａ４両面印刷の場合は、ﾎｯﾁｷｽ止が必要となります。

※様式につきましては、高原町のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが出来ます。
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給水工事申請書

「ﾎｯﾁｷｽ止」

指定工事店の会社印を押印してください。指定工事店の会社印を押印してください。指定工事店の会社印を押印してください。指定工事店の会社印を押印してください。

←←←←番地まで記入して下さい。番地まで記入して下さい。番地まで記入して下さい。番地まで記入して下さい。
ｱﾊﾟｰﾄの場合は、部屋番号を記入して下さい。ｱﾊﾟｰﾄの場合は、部屋番号を記入して下さい。ｱﾊﾟｰﾄの場合は、部屋番号を記入して下さい。ｱﾊﾟｰﾄの場合は、部屋番号を記入して下さい。

←←←←水道を使用される方の住所水道を使用される方の住所水道を使用される方の住所水道を使用される方の住所

←←←←水道の権利を得る方の住所水道の権利を得る方の住所水道の権利を得る方の住所水道の権利を得る方の住所

押印は不要。押印は不要。押印は不要。押印は不要。 連絡先（会社又は担当者）連絡先（会社又は担当者）連絡先（会社又は担当者）連絡先（会社又は担当者）
記入が可能な場合は記入して下さい。記入が可能な場合は記入して下さい。記入が可能な場合は記入して下さい。記入が可能な場合は記入して下さい。

←←←←該当欄を○で囲んでください。（該当欄を○で囲んでください。（該当欄を○で囲んでください。（該当欄を○で囲んでください。（ ）部には区分を）部には区分を）部には区分を）部には区分を
記載して下さい。例（ﾒｰﾀｰ移設、改築、増築）等記載して下さい。例（ﾒｰﾀｰ移設、改築、増築）等記載して下さい。例（ﾒｰﾀｰ移設、改築、増築）等記載して下さい。例（ﾒｰﾀｰ移設、改築、増築）等

↑↑↑↑該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。

←←←←本管の径については、水道係まで問い合わせください。本管の径については、水道係まで問い合わせください。本管の径については、水道係まで問い合わせください。本管の径については、水道係まで問い合わせください。

←←←←押印は不要。押印は不要。押印は不要。押印は不要。

←←←←同氏名を記載。なお、ｱﾊﾟｰﾄ等同氏名を記載。なお、ｱﾊﾟｰﾄ等同氏名を記載。なお、ｱﾊﾟｰﾄ等同氏名を記載。なお、ｱﾊﾟｰﾄ等
は施主名を記載してください。は施主名を記載してください。は施主名を記載してください。は施主名を記載してください。

←←←←同氏名を記載。なお、申込者と同氏名を記載。なお、申込者と同氏名を記載。なお、申込者と同氏名を記載。なお、申込者と
同じ場合は〃と記載してください。同じ場合は〃と記載してください。同じ場合は〃と記載してください。同じ場合は〃と記載してください。

↑↑↑↑該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。該当欄を○で囲んでください。↑↑↑↑国、県道部の工事を行う場合は道路占用国、県道部の工事を行う場合は道路占用国、県道部の工事を行う場合は道路占用国、県道部の工事を行う場合は道路占用
の手続きが必要です。詳しくは役場水道係への手続きが必要です。詳しくは役場水道係への手続きが必要です。詳しくは役場水道係への手続きが必要です。詳しくは役場水道係へ
必ず相談してください。必ず相談してください。必ず相談してください。必ず相談してください。

申込者の住所申込者の住所申込者の住所申込者の住所

申込者の氏名申込者の氏名申込者の氏名申込者の氏名

認印で可（ｼｬﾁﾊﾀ不可）認印で可（ｼｬﾁﾊﾀ不可）認印で可（ｼｬﾁﾊﾀ不可）認印で可（ｼｬﾁﾊﾀ不可）

申込者の連絡先申込者の連絡先申込者の連絡先申込者の連絡先

工事箇所の位置が分かる図面とし、縮尺は問いません。また、フリーハンドも可です。工事箇所の位置が分かる図面とし、縮尺は問いません。また、フリーハンドも可です。工事箇所の位置が分かる図面とし、縮尺は問いません。また、フリーハンドも可です。工事箇所の位置が分かる図面とし、縮尺は問いません。また、フリーハンドも可です。

※※※※記入においての注意点（１記入においての注意点（１記入においての注意点（１記入においての注意点（１////４）４）４）４）



※※※※記入においての注意点（２記入においての注意点（２記入においての注意点（２記入においての注意点（２////４）４）４）４）

※※※※記入においての注意点（３記入においての注意点（３記入においての注意点（３記入においての注意点（３////４）４）４）４）

※※※※本管の分水から宅内の配管図まで記載してください。本管の分水から宅内の配管図まで記載してください。本管の分水から宅内の配管図まで記載してください。本管の分水から宅内の配管図まで記載してください。
※※※※申請時から変更があった場合は、変更の配管図（出来高図）を１部提出してください。申請時から変更があった場合は、変更の配管図（出来高図）を１部提出してください。申請時から変更があった場合は、変更の配管図（出来高図）を１部提出してください。申請時から変更があった場合は、変更の配管図（出来高図）を１部提出してください。
この場合、当初の申請書の返還は出来ませんので、新たな図面の提出となります。この場合、当初の申請書の返還は出来ませんので、新たな図面の提出となります。この場合、当初の申請書の返還は出来ませんので、新たな図面の提出となります。この場合、当初の申請書の返還は出来ませんので、新たな図面の提出となります。

※※※※本管からの分水位置が分かる図面で、目安となる道路等から分水までの距離を記本管からの分水位置が分かる図面で、目安となる道路等から分水までの距離を記本管からの分水位置が分かる図面で、目安となる道路等から分水までの距離を記本管からの分水位置が分かる図面で、目安となる道路等から分水までの距離を記
載してください。完成後高原町の図面に転写するため必要となります。載してください。完成後高原町の図面に転写するため必要となります。載してください。完成後高原町の図面に転写するため必要となります。載してください。完成後高原町の図面に転写するため必要となります。

※※※※記入不要記入不要記入不要記入不要

※※※※公道部の費用負担が発生しない場公道部の費用負担が発生しない場公道部の費用負担が発生しない場公道部の費用負担が発生しない場

工種が書ききれない場合は工種が書ききれない場合は工種が書ききれない場合は工種が書ききれない場合は
別紙（様式不問）に書いてください。別紙（様式不問）に書いてください。別紙（様式不問）に書いてください。別紙（様式不問）に書いてください。

使用材料名使用材料名使用材料名使用材料名

認印認印認印認印

認印認印認印認印

認印認印認印認印

関係者はすべて承諾を関係者はすべて承諾を関係者はすべて承諾を関係者はすべて承諾を
得てください。得てください。得てください。得てください。

書ききれない場合は別添書ききれない場合は別添書ききれない場合は別添書ききれない場合は別添
追記してください。追記してください。追記してください。追記してください。
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ＮＯ

ＮＯ

工事の完了

公道部字図・配管
（出来高）図提出

申請手続き

給水装置工事申請の手続きについてのフロー図

本管位置の調査 注１）担当係へ問い合わせ

※１（所有者の理由によるもの） ※２（小規模、修繕を除く）

ＮＯ

公道部字図・配管
（出来高）図提出

※５）配管位置等の変更

施工者の手続き（該当がある場合） 担当係の事務手続き凡　例

設計審査料、新設負担金が発生する工事

ＹＥＳ

設計審査料、新設負担金を要しない工事

メーター器の新設又は口径の変更

終　　　了 終　　　了

フロー図

変更図書の提出

工事の完了

注５）公道部費用請求

注４）公道部負担の有無

完成検査

審査手数料、新設負担金の納付

注３）配管位置等の変更メーター器の引渡

ＹＥＳ

公道部写真提出

公道部費用審査

ＹＥＳ
ＮＯ

公道部字図・配管
（出来高）図提出

手続き不要

完成検査

配管工事の発生 既存ﾒｰﾀｰ器を使用する工事

配管の変更ＮＯ

申請書の審査

水道異動届の提出 注２）担当係へ問い合わせ

ＹＥＳ

メーター器移設

ＹＥＳ

変更図書の提出

ＮＯＹＥＳ

給水装置工事申請書の提出

給水装置工事申請書の提出

申請書の審査


